
申請者(事業主・代理人) 吹田市(開発審査室)

申請

【関係各課協議】
(従来通り)

①協議先の確認
②関係各課との協議

建築確認申請

申請内容の確認

受付処理

協議完了確認
最終審査

通知書交付

協議完了連絡
最終図書提出

〇電子申請による手続きの流れ

受付番号の通知

指摘・修正

従来 令和7年4月1日以降

通知書受取

申請者(事業主・代理人) 吹田市(開発審査室)

申請

関係各課協議
(裏書)

建築確認申請

申請内容の確認

受付処理

審査

受付番号の通知

通知書受取

現場調査

通知書交付

最終裏書

図書の修正

最終の裏書
開発審査室 本申請 協議済み図書

送付

※事前協議承認通知書、指示事項と協議済み図書を申請者で
ダウンロードし確認申請へ

現場調査
毎週火・木曜日(原則)

協議完了の連絡

事前協議承認通知書と
処理申込カード(グリー
ンカード)

※処理申込カード(グリーンカード)は廃止されますので
窓口では受付番号を伝えてください。

※指示事項の手続きが全て完了しているか確認してください。

指示事項の送付
審査

指摘・修正

処理申込カード(グリーンカード)への押印


